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１ 経緯

平成１５年９月の地方自治法の一部改正により、「公の施設」の管理運営について指定

管理者制度が導入され、和光市民文化センターにおいては、平成１８年度から指定管理

者制度を導入しました。現在の指定管理者の指定期間が令和６年３月３１日に終了とな

ることに伴い、和光市民文化センター指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）は、和光市民文化センターの管理に関する指定管理者の候補者（以下「候補者」と

いう。）の選定に当たり、指定管理者の指定を希望する団体（以下「申請団体」という。）

から提出された提案書類を審査、申請団体に対するプロポーザル審査により、厳正な選

定を行いました。

この度、審査が終了し、指定管理者とする候補者を選定しましたので、ここに選定結

果を報告します。

２ 選定委員会構成委員

３ 選定の経過

氏名 選任の区分 備考

◎田中 康一 第１号委員 総務部長

大野 久芳 第２号委員 企画部長

寄口 昌宏 第３号委員 教育部長

赤木 舞 第４号委員 文化行政に関し知識を

有する者

武蔵野音楽大学 准教授

稲村 太郎 第４号委員 文化行政に関し知識を

有する者

公益財団法人セゾン文化財団

プログラム・ディレクター

◎委員長

事項 日程

第１回和光市民文化センター指定管理者

選定委員会

令和５年４月７日（金）

公募要項の配布 令和５年４月１７日（月）～５月１５日（月）

募集説明会の開催・施設見学会

（参加５者１０名（うち１者２名は説明会

のみ参加））

令和５年５月１５日（月）

質問の受付

（質問書２者１１件）

令和５年５月１５日（月）～５月１８日（木）

質問の回答 令和５年６月２日（金）
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４ 申請団体

⑴ 団体名 公益財団法人和光市文化振興公社

所在地 埼玉県和光市広沢１番５号

代表者名 理事長 原田 政雄

５ 選定審査方法

選定委員会は、公募要項に定める応募の資格等を審査し、申請団体からの提出書類に

ついて適正に記載されていることを確認しました。その上で、和光市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例第４条及び公募要項に定めた選定の基準に従い、申

請団体からの提出書類の内容を審査するとともに、申請団体に対してプロポーザル審査

を実施し、候補者の選定を行いました。なお、申請団体が５者未満であったため、書類

審査は行いませんでした。

６ 選定の基準

今回の選定においては、評価を「①提案内容に対する評価」と「②提案価格に対する

評価」の２つに分けて行いました。また、提案内容をより重視するために配点の割合を

設け、「提案内容に対する評価」を８０％、「提案価格に対する評価」を２０％としまし

た。

「①提案内容に対する評価」では、５人の選定委員が評価を行い、合計１００点を満

点として採点し、委員全員の平均得点により評価点を算出しました。その中で、大項目

ごとの平均点も算出し、交渉権者として必要な最低基準点数を下回る項目がある団体は、

指定管理者としての適格性を欠くものとして、選定対象外としました。選定対象事業者

について、評価点平均の合計点に８０％を乗じて得た点数を「評価点①」としました。

「②提案価格に対する評価」では、提案者から提示された提案価格に対し、選定委員

会で定めた計算式を基に算出した評価点に２０％を乗じて得た点数を「評価点②」とし、

「評価点①」と合算した点数を総合評価点としました。

申請書の受付

（応募１者）

令和５年６月９日（金）～６月１３日（火）

書類審査 申請団体が５者未満のため、行っていない。

プロポーザル審査及び第２回和光市民文

化センター指定管理者選定委員会

（審査１者）

令和５年７月２１日（金）

選定 令和５年７月２１日（金）
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【評価項目及び配点】

提案内容に対する評価（委員全員の平均点×８０％＝評価点①）

選定基準 選定のポイント 配点

１ 指定管理者としての適性

施設の管理

運営に対する

理念、基本方

針

・市の基本的な政策や計画、施設の設置目的や性格等を十分に

理解し、それらに適合した管理運営に対する理念や基本方針を

持っているか。

・より発展的に施設の管理運営を行うための明確なビジョンや

熱意、意欲を持っているか。

満点

５点

安定的な人

的基盤や財政

基盤

・長期間安定的な管理運営を行える人的基盤や財政基盤等を有

しており、又は確保できる見込みがあるか。

・組織の規模は十分であるか。

満点

５点

実績や経験

など

・同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。

・施設の管理運営に関する専門的知識や資格、経験を十分に有

しているか。

・複数の団体が共同して１つの申請団体となっている場合、そ

れぞれの責任分担等が明確になっているか。

満点

５点

基準点９点 満点１５点

２ 管理運営計画の有効性

施設の設置

目的の達成に

向けた取組

・施設の管理運営に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大

限に発揮し、施設の設置目的に沿った成果が得られるものであ

るか。

・政策支援を図るための効果的な提案があるか。

・計画されている事業の内容が実現可能なものであるか。

・利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案がある

か。

・施設の設置目的に応じた営業・広報に関する効果的な提案が

あるか。

満点

１０点

利用者の満

足向上

・利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。

・利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築し

ているか。

・利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。

・利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられている

満点

１０点



4

か。

・その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案が

なされているか。

基準点１２点 満点２０点

３ 管理運営計画の効率性

指定管理業

務に係る費用

・指定管理業務に係る費用の算出根拠が明確かつ妥当なもので

あるか。

・経費を低減させるための実施可能な提案があるか。

・利用料金の設定が適切であるか。

・施設の管理運営に係る収支計画の内容が合理的かつ妥当なも

のか。

・施設管理に係る費用と事業実施に係る費用の割合が妥当か。

・清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理者

から再委託が行われる場合、それらが適切な水準で行われ、経

費が最小限となるよう工夫されているか。

満点

１０点

収入増加

に向けた創意

工夫

・収入を増加させるための実行可能な提案があるか。

・助成金や協賛金、広報料収入等の外部資金活用の取組が考え

られているか。

満点

１０点

基準点１２点 満点２０点

４ 管理運営の適正性

管理運営体

制など

・施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。

・施設の管理運営にあたる人員の配置が合理的であり、安定し

た管理運営が可能か。

・施設の管理運営にあたる人員が、必要な資格、経験等を有し

ているか。

・職員の資質・能力向上を図るために、職員参加の話し合いや

職員参加の意見を反映した職員研修等が計画的に考えられて

いるか。

・ＰＤＣＡサイクルに基づき、事業をより効果的に実施できる

体制となっているか。

・地域の住民や関係団体との連携や協働による事業展開が図ら

れるものであるか。

満点

１０点
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提案価格に対する評価（１００点×係数×２０％＝評価点②）

※提案上限価格：２５１，７５０，０００円

平等利用、

安全対策、危

機管理体制な

ど

・個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。

・利用者が平等に利用できるよう配慮されているか。

・日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十

分に考えられているか。

・防犯、防災対策や非常災害時などの危機管理体制などが十分

考えられているか。（非常災害時における市への応援協力を含

む）

・施設の機能を維持するのに十分な計画となっているか。

満点

５点

基準点９点 満点１５点

５ 地域・施設の特性に関する事項

文化事業に

関する事項

・「和光市文化振興基本方針」に即した提案がなされているか。

・独自性や独創性を備えた、優れた音楽や演劇等の振興事業の

提案がなされているか。

・文化芸術の奨励・普及に繋がる事業の提案がなされているか。

・地域の文化人材の発掘と育成、積極的な活用や起用に繋がる

提案がなされているか。

・和光市の地域文化資源の活用に関する提案がなされている

か。

・文化芸術への市民の関心を促し、新たなニーズを創出する提

案がなされているか。

・文化を通じて地域社会の活性化を図り、魅力あるまちづくり

を推進し、市民の文化度を向上させるための事業提案がなされ

ているか。

・市民の創造・鑑賞活動を助成・支援する取組の提案がなされ

ているか。

・市民の文化享受機会の拡大に関する提案がなされているか。

・地域の文化振興・交流活動の拠点的役割に関する提案がなさ

れているか。

・文化情報の収集・提供に関する提案がなされているか。

満点

３０点

基準点１８点 満点３０点

基準点６０点 合計１００点
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総合評価 評価点①＋評価点②

７ 選定結果

選定委員会において審査を行った結果、次の団体を指定管理者の候補者と選定しまし

た。

優先交渉権者

団体名 公益財団法人和光市文化振興公社

所在地 埼玉県和光市広沢１番５号

総合評価点 ８０．２点

＜点数の内訳＞

⑴ ①提案内容に対する評価点 委員５名の平均点８０．２点（小数第２位を四捨五入、

基準点６０点）×８０％＝６４．２点

ア 指定管理者としての適性 １３．２点（１５点満点、基準点 ９点）

イ 管理運営計画の有効性 １５．２点（２０点満点、基準点１２点）

ウ 管理運営計画の効率性 １５．２点（２０点満点、基準点１２点）

エ 管理運営の適正性 １２．２点（１５点満点、基準点 ９点）

オ 地域・施設の特性に関する事項 ２４．４点（３０点満点、基準点１８点）

⑵ ②提案価格に対する評価点 ８０点×２０％＝１６点

ア 提案価格 ２４９，２３３，０００円

イ 予定価格に対する提案価格の比率 ９９．０％

ウ イの比率に対する係数 ０．８

エ 評価点（１００点×ウ） ８０点

⑶ 総合評価点 ①６４．２点＋②１６点＝８０．２点

８ 選定理由

⑴ これまで３０年間管理運営を行ってきた実績があり、指定管理者として培ったノウ

ハウと実行力がある。また、公共ホールとしての役割を理解している。それらを活か

した事業計画を立てられており、指定管理者としてふさわしい団体であると考える。

提案上限価格に対する提案価格の比率 係数

８０％以下 １．０

８０％超～９０％以下 ０．９

９０％超～１００％以下 ０．８

１００％超 評価対象外
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⑵ 第５期のコンセプトとして「共創、協創～つながりの多様性による場創り～」を掲

げ、これまで積み上げてきたホールと地域、大学、企業等とのつながりを活かしてコ

ンセプトを立てられており、今後ますますの広がりや深まりを期待できる。

⑶ ダイバーシティ、ソーシャルインクルージョンを掲げ文化芸術による共生社会への

形成にも期待できる。

⑷ 地域貢献型、普及啓発型、鑑賞型と事業を分類し、バランスを取りながら事業を計

画している。

⑸ アウトリーチについて期待できる。

⑹ 公立文化施設であることを意識した活動について、地域との連携や地域の文化資源

を捉えている。

９ 付帯意見

⑴ 既に多彩なラインナップであるが、これまでの事業と併せてみると固定的な印象が

ある。

⑵ これまでの事業を継続し、つながりの場づくりをすることも重要であるが、これま

でとは異なる視点を取り入れ、芸術文化の新たな価値を市民に提供するような事業の

提案があると良い。

⑶ ソーシャルインクルージョンを掲げるのであれば、それを具現化した提案をしてほ

しい。例えば、鑑賞支援サービスが挙げられる。誰でも来られるというだけでなく、

聴覚障害者への字幕や手話でのサービス等は他の公共ホールでも行われており、文化

庁でもこれらの対応への支援を行っているので、具体的な支援を検討してほしい。

⑷ 単年度の事業計画については、５年間の中長期的な目標を達成して１年ずつステッ

プアップするような計画を立てていただきたい。例えば、若手アーティストの育成を

掲げているが、どのように実施するのか、より具体的にプロジェクトとしてアーティ

ストへ分かりやすく示す必要がある。（一財）地域創造に登録しているアーティストを

サンアゼリアの登録アーティストとして起用する説明を受けたが、彼らは年に数回し

か和光市に来られない。市民の認知度につなげることを目指すならば、ぜひ、和光市

出身のアーティストや近隣に住む若手アーティストの育成に、継続的に取り組んでい

ただきたい。芸術家の活動が和光市で循環するように、収支が経済面だけでなく人材

育成面でも中身を伴うような事業展開を期待したい。

⑸ コンセプトが弱い。ダイバーシティ、ソーシャルインクルージョンの捉え方がやや

偏っていると考える。公立文化施設では、障害者を対象に考えがちであるが、ソーシ

ャルインクルージョンは障害者はもちろん、性自認や外国籍についても対象となる。

性自認や外国籍の方を対象とすることについて、説明はされていたが事業に伴ってい

ないと思った。文化施設に来る人しか対象にしていない。市民のニーズを把握する手
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段としてアンケートを挙げていたが、アンケートは来場者に向けたものであり、文化

施設に来る人しか対象に考えていない。

⑹ 普段来場しない方へアプローチする方法としてアウトリーチがある。しかし、アウ

トリーチだけでは手が及ばない。ダイバーシティやインクルージョンを掲げるのであ

れば、居場所となるような施設となり、文化芸術を心の拠り所にできるような働きか

けができると良い。

⑺ 和光市はベッドタウンであり、１０代、２０代の人が多い。その中でも、上手く馴

染めていないという人々の居場所となることを意識すれば、事業が広がると思う。相

談窓口が設けられていることはとても良い。しかし、本当に相談したい人は、窓口に

行きづらいという課題もある。ソーシャルインクルージョンを掲げているが、これら

のことも踏まえて運営をしてほしい。

⑻ まちの文化度を醸成してほしい。アウトリーチや駅前でのコンサートは現在も行っ

ているが、継続して取り組み、新たな地域の芸術家が誕生するなど、目に見えるよう

な成果を出してほしい。

⑼ 市との連携、情報交換を深く行い、市の文化芸術に対する考え方に寄り添った活動

をして事業を展開してほしい。

⑽ 事業が多少マンネリ化しているように感じたが、今後の新規事業に期待する。


